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○谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続行いたします。山井和則君。 

○山井委員 四十五分間、質問をさせていただきます。 

 私も、議員になった一つのきっかけが、六年間、学生時代、児童福祉施設でボランティアをしておりまして、貧

困家庭のお子さん、虐待を受けたお子さん、やはりその中で、進学したいけれども家庭の事情で進学できないと

か、本当に、子供たちの、あるいはお母さん方の御苦労をお聞きしました。そういうことで、子供たちの声を国会

に届けたいという思いもあって、理系だったんですけれどもこの政治の世界に入ってまいりました。 

 その後、スウェーデンに二年間行きまして、大学などを含めてスウェーデンの社会保障ということを勉強させ

ていただいて、あそこは、御存じのように、消費税が二五％ぐらいあるとか、非常に高福祉・高負担な国と言われ

ておりますので、ベースとしてはいい社会保障のためには負担はやむを得ないというのを、私も二年間のスウェ

ーデンでの研究で学ばせていただきました。 

 ただ、最初に申し上げますが、今回の子ども・子育て支援金に関しては、やはりちょっと、まやかしがあるんじ

ゃないか、うそがあるんじゃないかということが多々ありますので、その辺りも質問をさせていただきたいと思

います。 

 それで、法案に入る前に、冒頭、昨日、子供の貧困対策の院内集会がございました。今日、配付資料にも、お配

りをさせていただいております。配付資料の十四ページ、ラストですね。そして、最初は十二ページからですね。

「子どもの貧困 絶望の連鎖が明らかに」、あすのば給付金受給者六千人調査中間報告会。これは、子供貧困対策

の議員連盟。超党派の議員も集まっておりました。 

 そういう中で、本当に、修学旅行に行きたくても行けなかったとか、食事が三回取れないとか、あるいは、クリ

スマスのプレゼントがない、うちの家にはサンタさんはいないのと子供に泣かれたとか、様々な声をお聞きしま

したし、また、この資料は加藤大臣にも読んでいただければと思いますが、学校をやめたくなるとか、修学旅行に

行けなかったとか、絶望だと感じたとか、とにかくやはり、三食御飯が食べられないという声は、本当にこれは責

任を感じて、昨日の集会では、党派を超えて、超党派の子ども貧困議連の仲間の議員が、子供の貧困対策は超党派

で取り組まねばということを話をさせていただきました。 

 そして、詳しくは読んでいただければと思いますが、十四ページ、その要望が、「子どもの貧困解消のため十分

な予算と人を確保し大幅な施策拡充とともに実効性の高い「子どもの貧困対策法」改正の早期実現を！」と。これ

は、二〇一四年に超党派で成立をいたしまして、今年が十年目になります。私も、与野党の議員の方々と一緒にこ

の法律の成立に奔走させていただきました。 

 このような、昨日の集会であった、あすのばの方々のような要望に対しまして、まず最初に加藤大臣から受け

止めをお聞きしたいと思います。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 昨日の公益財団法人あすのばさんの調査発表会には、こども家庭庁の職員も参加をさせていただきました。 

 アンケート結果では、生活が困窮する家庭の子供が、塾や習い事、また進学を諦めたりする実情、親が経済的な

困窮のみならず健康にも問題を抱えている実情等が示されていると承知をしてございます。 

 こども大綱に盛り込んだとおり、子供の貧困を解消し、子供たちが貧困による困難を強いられることのないよ

うな社会をつくらなければならない、この思いを更に強く持ったところでございます。 

○山井委員 昨日は、おっしゃるように、こども家庭庁から担当の方も来ていただいて、この間、百点とは言いま

せんが、子供の貧困対策に大変熱心に取り組んでいただいていることに感謝をしたいと思います。 

 こういう「子どもの貧困 絶望の連鎖が明らかに」という六千人調査中間報告、非常に厳しい、切実な実態が出

ておりますので、このことについても踏まえて、加藤大臣、これからも取り組んでいただきたいと思います。 

 今回の支援金制度の中で、例えば我が党は、三年前から岡本あき子筆頭理事を中心に議員立法を提出しまして、



その中で、いち早く児童手当を高三までに延長すべきだということをずっと要望してまいりました。そういうこ

とが入っているということはいいと思いますし、また、民主党政権で、私、長妻大臣の下、厚労大臣政務官をして

おりましたけれども、そのときには児童手当を、小六までだったのを中三に延ばす、その法案、答弁したのは長妻

大臣や私であります。 

 当時、中学三年まで延びて、今回、高校三年まで延びるわけでありますが、そのときは元々は所得制限がなかっ

たんですけれども、残念ながら、その後、自民党からの要望によって所得制限も入ってしまった。あのまま所得制

限がないままだったら、もっと子育てはしやすい社会だったんじゃないかなとちょっと残念に思ったりもします。 

 そういう中で、まずお伺いしたいのはやはりお金のことなんですね。 

 それで質問いたしますが、昨日、岡本議員が質問をされました。今日は政府参考人は登録しておりませんで加

藤大臣だけなんですけれども、その理由は、私は本当に基本的なことしかもちろん質問しませんので。 

 この資料を見ると、健保組合、大企業の場合は、被保険者一人当たり八百五十円ということですよね、八百五十

円。今日の配付資料にも一ページ目に出ております、八百五十円。この下に、小さく注一、要はこれは労使折半で

払うということが書いてございます。 

 これは昨日の岡本議員の質問の続きなんですけれども、被保険者一人当たり八百五十円となっていますが、事

業主負担が、折半ですから、同額入るわけです。では、労使合計すると、健保組合の平均的なケースでは被保険者

一人当たり幾らになりますか。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 被用者保険の中の健保組合、これの被保険者一人当たり八百五十円でありますが、お示しした試算においては、

これは、元々は被用者保険加入者一人当たりの支援金額、月額約五百円としつつ、被保険者一人当たりの支援金

も参考までにお示しをし、制度ごとに、健保協会でいえば八百五十円としてございます。 

 お尋ねの労使合計や年額等を含めて個別のケースについてはお答えすることはしませんが、被用者であれば労

使折半となります。ここでは労使折半の金額をお示しをしているところでございます。 

○山井委員 要は、私は別に難解なことを質問しているのではなくて、素朴に、労使折半ですから、労使折半で八

百五十円ということは、労使合計すると幾らになりますか。お答えください。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 こども家庭庁としましては、あくまで本人の拠出額をお示しする方針としていますが、被用者保険ですので労

使折半の考え方であることは御指摘のとおりでございます。 

○山井委員 分かりますよ。言いたいことは分かりますし、趣旨も分かるけれども、参考までに、労使合計すると

幾らになるかなというのはやはり知りたいじゃないですか、当たり前の話。 

 だから、そういう意味では……（発言する者あり）今、自分で言ったらいいと言うけれども、私が言っても意味

がないんですよ。やはり、これは加藤大臣の口から言ってもらわないと。私が言ってもしようがないんですよ、こ

れは。 

 政府として、八百五十円、被保険者一人当たりだけれども、労使合計すると幾らの負担になりますか。 

○加藤国務大臣 支援金額を国民の皆様にお示しするに当たって重要なのは、本人分として拠出をいただく額で

あると考えております。事業主負担額を含めて表示することは本人にとって誤解を招くおそれがあると考えるた

め、ここでは御本人の拠出いただく額で示させていただいております。 

○山井委員 いや、やはりこの法案のうさん臭さというのはここなんですよね。私、難しい質問はしていないと

思うんです。 

 そしたら、加藤大臣、聞き方を変えます。 

 被保険者一人当たり八百五十円、健保組合ということは、労使折半だからこれは半額なんですよね。だから、労

使合計すると掛ける二で千七百円ですか。 

○加藤国務大臣 被用者保険につきましては、労使折半の考え方の下、別途、事業主拠出があるというのはその

とおりでございます。 

○山井委員 いやいや、ですから、その考え方に基づくと、被保険者一人八百五十円ということは、労使合計する



と、折半して八百五十円ですから、掛ける二だから千七百円ですか。お答えください。 

○加藤国務大臣 全てのケースではありませんが、基本的には倍にしていただいても結構でございます。 

○山井委員 倍にしていただいて結構ですということですよね、それは。 

○谷委員長 山井君、指名してから発言をお願いいたします。 

○山井委員 はい。 

 労使折半だから半額になっているわけだから、倍にするのは当たり前ですよね。 

 ついては、健保組合のこの平均的なモデルの八百五十円の方の場合は、倍にしていただいて結構ですというこ

とは、千七百円という理解でよろしいですか。 

○加藤国務大臣 被用者保険については、労使折半の考え方の下、別途、事業主拠出があるというのはそのとお

りでございます。 

 また、他方、健保組合につきましては、事業主が従業員分以上に拠出することが可能であり、その分、従業員の

本人拠出は低くなりますので、一概に申し上げることはできません。 

○山井委員 え、折半じゃないんですか。 

○加藤国務大臣 基本的には折半で。 

○山井委員 それで、言ったら悪いけれども、私たちはもっと本質的な議論をしたいんですよ。ただ、入口とし

て、国民的に幾らか知りたいのは当たり前じゃないですか。労使合計したら幾らなのかなと。参考までにですよ。

別に、千七百円がメインだとは言いませんよ。 

 八百五十円の場合は労使合計すると幾らになりますか。二倍すると千七百円だけれども、千七百円ということ

でよろしいですか、加藤大臣。 

○加藤国務大臣 繰り返しになりますけれども、支援金額を国民の皆様にお示しするに当たって重要なのは本人

分として拠出いただく額であると考えており、その額で示させていただいております。 

○山井委員 いや、ちょっと、始まって十分ですけれども、これはイロハのイですよ。 

 ちなみに、八百五十円の健保組合の企業に働いている人は労使合計の負担は幾らになるんですか。別に難しい

質問じゃないので、これを答えられなかったら先の質問に進めないんですけれども。 

 ちょっと、委員長、相談してもらえませんか。一回止めてください。はっきり言って、私も四十五分しか時間が

ないので、こんなことすら答弁しないというんだったら審議できないですよ。 

○加藤国務大臣 基本的には倍の計算になりますけれども、健保組合につきましては、事業主が従業員分以上に

拠出することも可能でありますので、一概に申し上げることはできません。 

○山井委員 だから、そうしたら、基本的には倍とおっしゃったから、基本的には千七百円ということでいいで

すか。 

○加藤国務大臣 基本的にはそうなりますので、計算上その額になるところは多いと思います。 

○山井委員 ちょっとこだわるようですけれども、千七百円になるということで、千七百円と言ってもらえます

か。 

○加藤国務大臣 基本的には千七百円となるところが多いという考え方でございます。 

○山井委員 いや、これは、昨日、岡本議員が質問されて、岸田総理が答えなくて、私はあえて言いますよ、加藤

大臣も被害者じゃないかなと思うんですよ。こんな、千七百円と言うぐらい普通に言えばいいのに、岸田総理が

言わないから、結局、何でこんなことで加藤大臣が、え、千七百円と言っていいんですかなんと。二掛けたら千七

百円になるに決まっているわけですよね。 

 でも、やはり、はっきり言いまして、ということは、健保組合の方が労使合計すると千七百円ということです

ね。 

 ということは、基本が……（発言する者あり）今、医療ということをおっしゃいましたね。ということは、ちょ

っとこれも基本的な質問に行きますよ。一か月千七百円以上ということは……（発言する者あり）それは分から

ない。一か月千七百円が基本ということは、十二掛けると、一年間では、加藤大臣、二万四百円ということでよろ

しいですか。 



○加藤国務大臣 委員御指摘のとおり、年額であれば月額に十二を乗じることとなります。 

○山井委員 いや、そこは大事なので、月額千七百円に十二掛けたら幾らになりますか、念のため。 

○加藤国務大臣 千七百掛ける十二は二万四百でございます。 

○山井委員 労使合計の年額で二万四百円なんですよ、年間。 

 じゃ、一応、同じ企業に同じ所得の奥さん、夫、パートナーが働いていたら、共働きだと年間二万四百円は、全

く同じ職場で同じ給料でというところだったら、共働きだと二万四百円が幾らになりますか。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 個別のケースについて逐一お答えすることはいたしませんが、いずれの制度におきましても、令和三年度の医

療保険料額の四から五％相当額が個々人の支援金額と見込まれることを参考までにお示しをしてございます。

個々人におきましては、ある程度のイメージはこの四から五％ということでイメージが持てるものと考えており

ます。 

○山井委員 いや、これは、同じ健保組合に入って、同じ職場で同じ収入という仮のケースは、二万四百円掛ける

二で、共働きだったら四万八百円じゃないんですか。四万八百円でしょう、いかがですか。 

○加藤国務大臣 共働きだったらというお話ですが、同じお給料で、世帯で見れば二倍という考え方は委員御指

摘のとおりでありますが、その世帯は平均的な所得も二倍の所得があるということになり、サンプルとして適切

かという課題もあることから、こちらから金額として申し上げることは控えます。 

○山井委員 いや、いい悪い、高い安いを判断するのは国民なんですよね。やはりその参考にお答えいただきた

いのは、同じ健保組合で、同じ収入、同じ働き方、同じ給料の共働きがいたとしたら、夫か妻が二万四百円とした

ら、共働きだったら四万八百円、二倍になる、四万八百円ということでよろしいですね。 

○加藤国務大臣 個別のケースについて逐一お答えすることはいたしませんけれども、共働きのケースで同じお

給料であれば、世帯で見たら二倍というところは、考え方は御指摘のとおりでありますし、また、所得に応じて支

援金額が変わってまいりますし、また、再三申し上げております歳出改革による負担軽減の効果も、所得が大き

いところ、また拠出の大きいところはその分負担軽減効果も大きくなるというところも留意が必要であると考え

ております。 

○山井委員 今、二倍になるということをお認めになりましたから、労使合計すると、年間、共働き、大企業の平

均的なケースであると四万八百円。これはかなりの額だと私は思います。 

 これね、加藤大臣、なぜこだわるのかというと、事業主負担というのはやはり大きいんですよ。なぜかという

と、ある事業主が二千円月給を上げようとしていた、でも、子ども・子育て支援金が入って二千円に事業主負担が

なったら、賃上げが無理になる可能性があるんですよ。そういう意味では、事業主負担は関係ないということは

ないんです。だから私たちは合計額を聞いているんです。 

 そこで、今日の日経新聞の社説を見ていただきたいんですが、今日の配付資料の十四ページ、ラストにござい

ます。 

 今朝の社説、「この試算で育児支援の議論は深まらない」。私が言っているんじゃありません、日経新聞ですね。

真ん中あたり。支援のため誰にどんな負担を求めるのか、その情報が示されなければ制度の実像は見えてこない

はずだ。それなのに、こども家庭庁が二十九日に公表した支援金制度による負担額の試算は極めて限定的な内容

だと。ちょっと、念のため読み上げます。給付と負担を一体で見たときに子育て世帯にどんな受益がある制度で

あり、それが世帯所得によってどう変わるのか。支え手となる人たちの負担は単身や夫婦二人などの世帯類型や

所得別にどうなるのか。こんな基本的な情報をなぜ示さないのか不思議でならないとなっているんですね。 

 ついては、これは質問通告をしておりますので、今の健保組合の場合、平均的な方の場合は被用者一人当たり

労使合計で千七百円、折半で八百五十円ということは示されていますが、質問通告しましたが、年収が二百万、四

百万、六百万、八百万、一千万のケース、質問通告の質問十ですね。これの月と年の労使を合計した負担額、一人

当たり幾らでしょうか。お答えください。 

○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。 

 先日お示しした試算におきましては、被用者保険の加入者一人当たりの支援金額は月額約五百円としつつ、被



保険者一人当たりの支援金額も参考までにお示しをし、協会けんぽで七百円、健保組合で八百五十円、共済組合

で九百五十円としております。 

 お尋ねの年収別の拠出額につきましては、数年後の賃金水準等によることから、現時点で一概には申し上げら

れません。 

 他方、被用者保険における支援金額は、所得、いわゆる負担能力に比例するものでございまして、いずれの制度

におきましても、拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五％と見込まれることをお示しをしてございまし

て、個々人が、ある程度、この数字をもって御自身の拠出額のイメージを持つのには必要な情報提供ができてい

るものと考えております。 

○山井委員 いや、日経新聞の社説で、これでは制度の議論は深まらないと言っているじゃないですか。やはり、

年収が二百万か、四百万か、六百万か、八百万か、一千万の場合、八百五十円の被保険者一人当たりの負担額は幾

らになるのか。知りたいのは当然だと思いますよね。自民党さんも知りたいですよね、本当に。それによって全然

イメージが違うからね。 

 そうしたら、ほかの聞き方をしますが、加藤大臣は、さすがに大臣は御存じなんですか。一応八百五十円となっ

ているけれども、二百万、四百万、六百万、八百万、一千万だったら、幾らぐらいに減ったり増えたりするか、加

藤大臣本人は御存じだけれども山井には言えないということなのか、御自分も実はそれは知らないということな

のか、どっちですか。 

○加藤国務大臣 拠出していただくそれぞれの額についての考え方は承知をしてございますが、個々の年収額に

対し幾らというところを個別一つ一つ計算をしてというよりも、全体の考え方として、私自身、理解と把握をし

ているつもりでございます。 

○山井委員 ということは、私に言えないだけじゃなくて、加藤大臣御本人も、二百万、四百万、六百万、八百

万、一千万の年収の場合、この平均八百五十円が幾らに増えて幾らに減るのかというのを大臣も分からないとい

うことですか。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 個別の年収額に応じて幾ら幾らと逐一計算をして把握しているといいますよりも、算出の方法ですとか考え方

で把握をしておりますということと、それぞれの場合を含めてイメージをしていただくという話であれば、各個

人、保険料額、こちらは皆さん御存じだと思いますので、こちらを見て、それに対して掛ける四％から五％、それ

を計算していただければ、それぞれの皆様がイメージを湧かせていただけるものと承知をしております。 

○山井委員 ということは、加藤大臣も御存じないわけですよね。でも、これは負担ですから、国民の皆様に負担

を強いるときに、平均的なイメージは自分は分かっているけれども、高所得の方、低所得の方が幾らになるかは

私は理解していませんというのは、これはやはり当然話にならないわけで、日経の社説でも、これでは何か都合

の悪い情報を隠しているとの批判を受けてもおかしくない、実質的な負担は生じないという主張も国民の不信を

高めかねないということなんですね。 

 委員長、私たちは、建設的に、前向きな子育て支援の財源の議論をしたいと思っているんですけれども、一番国

民が不安に思っている、関心を持っている負担が分からないということでは、今後審議していくに当たって、毎

回、所得別の負担額を出してくれなんて、こんな議論はできませんから。言っちゃ悪いけれども、私も、もう三十

分たっていますけれども、もっと中身の議論をしたいわけですよ、はっきり言って。 

 まず、加藤大臣にお伺いします。出してもらえませんか、次の審議までに。やはり、繰り返し言いますよ、山井

が言っているんじゃないですよ、日経新聞さんが社説で言っているんですから。これは多くの国民の素朴な感情

ですよ、負担、自分の場合、幾ら増えるのと。せめてそれを示さないと審議が深まらない、言っちゃ悪いけれど

も。 

 例えば、ラーメン食べられませんかと言われて、額は幾らですかといって、それは言えませんとか。そうする

と、値段によってこの制度はいいか悪いかとやはり思うじゃないですか。それを、平均的なレベルは見せますけ

れども所得階層別には見せられませんということでは、国民は、喜んでいいのか悲しんでいいのか、反対してい

いのか賛成していいのかも分からないわけですから。 



 加藤大臣、次の審議までに、日経新聞も社説に言っているわけですから、所得階層別の負担額、出していただけ

ませんか。 

○加藤国務大臣 先ほど、個別の計算、所得が低い方、高い方のことを全く把握していないというような御指摘

のように受け止めましたけれども、そういうことではありませんで、計算方法や考え方は私自身把握しておりま

すし、あと、お尋ねの年収別の拠出額については、具体的な、かっきりとした数値で出すということは、数年後の

賃金水準等によることから、現時点で一概に申し上げることはできないということを申し上げてございます。 

 他方で、被用者保険に関する支援金額は、先ほども申し上げましたけれども、所得、負担能力に比例するもので

ございまして、どの制度においても、拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五％と見込まれますので、下

手に区切って、それに対して幾らと、自分自身が当てはまらないケースでお示しをするよりも、お一人お一人が

御自身の医療保険料額を見た上で、例えば四％から五％を掛けてイメージを湧かせていただく方が、御自身に引

き寄せたイメージを湧かせていただけるもの、このように考えてございます。 

○山井委員 私はこんな法案を聞いたことがないですよ、負担額は御自身で計算してくださいと。そうしたら法

案審議が成り立たないじゃないですか。負担を求めるのは政府なわけですよ。 

 そうしたら、例えば、健保組合、平均八百五十円ですけれども、高所得者によっては二倍の千七百円より上回る

ことはあるんですか、ないんですか。お答えください。 

○加藤国務大臣 通告を受けておりませんこともありますし、個別のケースについてはお答えを控えさせていた

だきます。 

○山井委員 ただ、割と基本的なことですよ、これは。高所得者になったら、いや、大体のイメージはつかめてい

るとおっしゃったから、八百五十円のケースで二倍の千七百円を超えるケースがあるのかどうか。これは割と基

本的な話ですからね。加藤大臣、いかがですか。 

○加藤国務大臣 御指摘のケースは多いと思いますが、様々なケースがあると考えられます。 

○山井委員 ということは、様々なケースがあるということは、倍以上の、高所得の方に関しては、八百五十円じ

ゃなくて千七百円を超えるケースも、様々なケースということであり得るという理解でよろしいですか。 

○加藤国務大臣 所得、つまり負担能力に比例してございまして、様々なケースがあると考えられます。 

○山井委員 ということは、やはり今の答弁によると、八百五十円と言っているけれども、所得の高い人によっ

ては月に千七百円、月千七百円ということは労使合計すると三千四百円、ということは年間四万八百円。これは

かなりですよ。もちろん高所得の人ということですけれどもね。政府は四百五十円、四百五十円とか言っている

けれども、今計算していったら、そうしたら、所得が高い人の場合は、四百五十円どころか、年間、労使合計する

と四万八百円になるかもしれない。これは百倍ぐらいの話ですからね、もちろん月と年とは違いますけれども。 

 何かその辺りが、やはりこれでは審議が深まらないので、是非とも次の審議までに。いや、言っちゃ悪いけれど

も、給料が変わるというのは当たり前ですよ。今の給料水準でいいですよ、だから。そんな大幅に、一〇％、二

〇％も変わらないんですからね。今の給料水準を仮にやって、次の審議までに所得別のデータ、二百、四百、六

百、八百、千ぐらいで、五段階ぐらいで出していただけませんか。 

○加藤国務大臣 繰り返しになりますけれども、お尋ねの年収別の拠出額につきましては、数年後の賃金水準等

によることから、現時点で一概に申し上げることはできないものと考えております。 

 また、何度も申し上げますけれども、皆さんの拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五％と見込まれま

すので、階層別でお示しするよりも、お一人お一人で御自身の医療保険の保険料を御確認の中で、その四から五％

分が支援金の拠出額だというふうにイメージをしていただくことが適切だというふうに考えております。 

○山井委員 これは負担を求めるんですよ、国民に。その負担額は幾らですかと言ったら、御自分で計算してく

ださいと。それだったら法案審議は成り立たないんですよ。 

 ちなみに、じゃ、全員の給与明細に、幾ら支援金分で負担が増えたかというのは書かれるんですか。それは義務

になっていない。書かれないんじゃないんですか。 

 ということは、加藤大臣、一年後、二年後、三年後、幾ら支援金分で自分が払っているかというのは、これは永

遠に分からないんですか。給与明細に書かれなかったら永遠に分からないんですか。 



 一回ちょっと止めてください、委員長。 

○谷委員長 時計を止めてください。 

    〔速記中止〕 

○谷委員長 じゃ、時計を動かしてください。 

 加藤国務大臣。 

○加藤国務大臣 お尋ねの給与明細への記載につきましては、昨日の本会議で総理からも答弁がありましたよう

に、健康保険法上、事業主は保険料の控除額を被保険者に通知しなければならないこととされる一方、その内訳

をどこまで示すかまでは義務づけられておらず、事業主の判断に委ねられているものです。他方で、危機的な状

況にある少子化の中、子供、子育て世帯を支援するために支援金を拠出いただくという趣旨を被保険者に知って

いただくことは重要であると考えております。 

 こうした観点から、給与明細等において支援金額を表示する取組が広がっていくよう、法律の施行に向けて、

関係者の御意見も伺いながら、支援金制度の理解促進に向けて必要な取組を進めてまいります。 

○山井委員 いや、事業主の判断に任せられているということは、書かれないわけでしょう。そうしたら、支援金

制度を導入されたけれども、自分が幾ら負担しているかというのは分からないわけですよ。ちょっと言葉はきつ

いかもしれないけれども、一歩間違うと、これはぼったくりみたいな話になっちゃうわけですよ。 

 というのが、分からないんだから、言っちゃ悪いけれども。千円なのか、五千円なのか、さっき言ったように、

高所得だったら年間二万四百円の可能性があるわけでしょう。二万四百円はでかいですよ、はっきり言って。 

 いや、それが、二万四百円引かれているのか、一万円なのか、三万円なのか。さっきも言ったように、二万四百

円どころか、夫婦合算で、共働きだったら四万八百円。四万八百円は約五万円ですよね。五万円引かれているかど

うか分からない。それが三万なのか、七万なのか分からないと。それは、加藤大臣、やはり、制度を推進されたい

という加藤大臣の思いはもちろん分かります。分かりますけれども、ただ、負担する側からしたら、年間の負担が

一万なのか、五万なのかさっぱり分からないというのは、これはさすがに問題あるんじゃないんですか。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 現在、政府としましては、賃上げに総力を挙げて取り組んでおり、賃上げが進んでいけば支援金率は軽減して

いくこととなります。数年後の報酬の見込みを立てることは現時点で難しいと考えております。 

 また、給与明細での記載につきましては、先ほども申し上げましたが、危機的な状況にある少子化の中で、子

供、子育て世帯を支援するために支援金を拠出いただくという趣旨を被保険者に知っていただくことは重要であ

る、これは私も考えてございます。その観点から、給与明細等において支援金額を表示する取組が広がっていく

よう、法律の施行に向けて、関係者の御意見も伺いながら、支援金制度の理解促進に向けて必要な取組を、これを

進めてまいります。 

○山井委員 冒頭にも言いましたように、必要な負担をすることはもちろん必要かなとは思うけれども、今言っ

たように、それが幾らなのか分かりませんというのは、これはやはり法案審議として成り立たないんですよ。極

端な言い方をしたら、私たちも、賛成、反対が、決めようがないですよ、幾らかが分からないんだから。まだ百歩

譲って、三年後に分かりますというんだったらいいけれども、三年後も給与明細に入っていなければ永遠に分か

らないんでしょう。将来的にそんないいかげんな制度を入れるなということになっちゃいますよ、はっきり言っ

て。 

 是非、委員長、きつく言えば、本当、政府による審議拒否だと思いますよ。繰り返し言います。日経新聞の社説

で、これでは議論は深まらないと言っているんですから、是非、次の委員会をするときには、こういう議論で三十

分時間を使わなくていいように、所得階層別では幾らですという資料を出して、次の、先の議論に行きたいと思

うんですけれども、委員長、いかがですか。 

○谷委員長 後日、理事会で協議いたします。 

○山井委員 加藤大臣、私は無理なことを言っているとは思っていないんです。 

 それで、もう一つお聞きしたいのは、今回、事業主負担は余り関係ないみたいなことを政府はおっしゃってい

ますけれども、これはでかいんですよ。 



 例えば、さっき言った年間二万四百円ですよね。それで、事業主負担が更に同額、年間二万四百円入るんです

よ。ということは、加藤大臣、この支援金制度によって賃上げにブレーキがかかるんじゃないですか。 

 例えば、年間二万円上げようと思っていた会社がありましたと。ところが、支援金で事業主負担が二万円入り

ましたと。そうしたら、ああ、無理になったなと思いますよね、普通、社長さんは。自民党の皆さんもうなずいて

おられますけれども。 

 ということは、言いづらいけれども、先ほど、賃上げ賃上げ、頑張るとおっしゃっているけれども、一方では、

賃上げに対して事業主負担が入るということは、この支援金制度自体が賃上げにブレーキ、抑制する効果がある

ということはお認めになりますか。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 これまでも、支援金制度は、歳出改革等によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築するた

め、全体として実質的な負担が生じないとしてございます。このことは社会保険料の事業主負担についても同じ

でありますので、支援金の拠出によって賃金を引き下げる効果があるとは考えておりません。 

○山井委員 いや、でも、賃上げに対して抑制する効果は普通ありますよ、事業主負担が入るんだから。それは認

めるべきじゃないですか。そんなのは、事業主負担が入ったらその分もうけは減るわけですから、そこは認めて

ください。 

○加藤国務大臣 今回の支援金制度の構築に当たっては、歳出改革を行って軽減効果を生じさせますので、その

範囲内で構築するということで、実質的な負担が生じないとしてございます。これは事業主負担にも同じであり

ますので、支援金の拠出によって賃上げを抑制するという効果があるとは考えておりません。 

○山井委員 世の中の事業主の人は全員首をかしげられますよ。事業主負担が入ったら、賃上げに抑制になるに

決まっているわけですよ。 

 それともう一点。それと一緒で、私は恐ろしいと思っているのは、非正規の方、国保の方は事業主負担がないん

ですよね。皆さん、胸に手を当てると、非正規だったら事業主負担はない、正規だったらある。それで、そのこと

が子供支援金で強化されるわけですね。そうしたら、事業主としたら、非正規の、国保の人だったら事業主負担は

ゼロなんですよ。そうしたら、ああ、正社員を雇おうかなと思ったけれども、今度また負担が増えるから非正規に

しようよということで、子ども・子育て支援金によって非正規雇用を促進させる効果があるんじゃないんですか。 

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 

 繰り返しになりますけれども、事業主負担についても、今回の歳出改革によって軽減効果を生じさせて、その

範囲内でこの支援金を構築するために実質的な負担は生じない、そのように考えております。支援金の拠出によ

って非正規雇用を増加させるとは考えておりません。（発言する者あり） 

○山井委員 今も城井さんから、保険料負担をなめているんじゃないかと。多くの野党の方がおっしゃる、今、保

険料負担で事業主はめちゃくちゃ苦しんでいるんですよ。だから、今日の配付資料にもありますけれども、日本

総研の西沢先生も、結局、非正規雇用を増やしてしまうんじゃないかということをおっしゃっておられるんです

よね。そういうことをおっしゃっておられました。 

 それで、加藤大臣に言いたいのは、ということは、加藤大臣は否定されたけれども、その否定は間違っているん

ですよ。賃上げを抑制する効果はあります。非正規雇用を増やす効果があります。 

 そもそも、少子化が進んでいるのは、非正規雇用が多くて賃金が上がらなかったからじゃないですか。という

ことは、賃金を上げるのにブレーキがかかって非正規雇用を促進するんだったら、少子化を加速化させる面も、

この支援金、あるんじゃないですか。いかがですか。 

○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。 

 支援金制度は、歳出改革によって軽減効果を生じさせて、その範囲内で構築をするというこの考え方は、非正

規雇用者の方にも当てはまります。 

 まずは、非正規雇用者の方を含めた構造的な賃上げを実現することが重要でありますので、最低賃金の引上げ

や同一労働同一賃金の実現などに関係省庁と連携をして取り組んでまいります。 

○山井委員 時間が来ましたが、切に、次回の委員会までには、こども家庭庁、頑張っていただいて、二百万、四



百万、六百万、八百万、一千万という所得別の負担額を是非出してください。これは、はっきり言って自民党の

方々も知りたがっていられると思いますよ、そうしないと説明できませんから。 

 これは、国会審議は、そういうコアな部分を抜きにして国会審議をしたら与党も野党もみんな後世から批判さ

れますので、是非、次回までに所得階層別の負担額を出してもらいますように強くお願いして、質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 


